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災害と都市計画マスタープランの関係

飾区都市整備部

第３回の勉強会において、首都大学東京の中林先生から、「防災まちづくり」と「復興ま
ちづくり」の必要性について、講演いただきましたが、今日は、その講演を振り返りなが
ら、災害と都市計画マスタープランの関係について、少しを時間を頂、お話したいと思
います。
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切迫する首都直下地震の規模

Ｍ８（海溝型）→100年静穏→Ｍ７（直下地震）数回→Ｍ８（海溝型）→83年静穏→･･･21世紀に

地震

○第３回の講演でも話があったが、文部科学省地震調査委員会の長期評価によると、
首都直下地震が３０年以内に７０％の確立で発生すると評価されている。

○予想される規模ですが、

○首都地域では２～３百年間隔で関東大震災クラス（マグニ
チュード８クラス）の地震が発生。従って、マグニチュード８クラス
の地震が、今後１００年以内に発生する可能性は低い。

○この間にマグニチュード７クラスの直下地震が数回発生。

○首都の直下でおこる地震対策を真剣に検討すべき対象はマグ
ニチュード７クラスの地震であり、急務。
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東京都にみる３つの震災対策

○△③間接被害の軽減

△○△②直接被害（２次被害）軽減

△○①直接被害（１次被害）軽減
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○ 東京都では、地震動による直接被害の発生を防ぐ防災都市づくりや

○ 災害発生後の直接被害の拡大を軽減する地域防災計画などに基づく防災訓練

○ 間接被害を軽減し、できる限りは早く通常の生活を取り戻す震災復興などの取り組
みが進められている。
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４．東京都の事前復興対策
震災復興マニュアル（施策編）／（プロセス編）／震災復興グランドデザイン

○ 復興の考え方については、国に先行する形で、検討が進められ、間接被害の軽減
を目指し取り組んでおり、

○ 震災復興マニュアルの作成や、震災復興グランドデザインの作成などを進めている。
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本区における事前復興の取り組み

①「復興図上訓練」（東京都）

＊行政職員による都マニュアル「復興施策」の実践的訓練

＊都市整備局主導で１９９８年度から毎年開催

②「復興まちづくり模擬訓練」

＊復興まちづくりプロセスの検証と地域社会との共有化

＊新小岩地区（平成17年度）、堀切地区、（平成20年度）
③「復興マニュアル・復興条例づくり」

＊区民と区が協働して取り組む復興まちづくりの手順等を
マニュアル化（平成20年度）
＊都市復興を進めるための手続きなどを定める条例の制
定（平成22年4月施行予定）

○ 本区においても

○ 東京都全体としての復興図上訓練に毎年多くの職員が参加し、

○ 区独自の地域の方々との取り組みとして、新小岩地区及び堀切地区において、「復
興まちづくり模擬訓練」を実施してきた。

○ また、東京都が示した時限的市街地の考え方を本区でどのように取り組むかを模擬
訓練を通じ検討し、昨年度復興マニュアルの取り組みをすすめた。

○ 更に、マニュアルの手続きなどをまとめた条例づくりを今年度進めている。
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災害に強い「まち」にするための
「防災まちづくりの方針」と「復興まちづくりの方針」

を考えてみよう。

「都市計画マスタープランで目指すのが、２０年後のまち」

であるとすれば、

「３０年以内に７０％の確立の直下地震に備える」とは

「被害想定」に基づいて、都市計画マスタープランで

「震災復興想定」をしておくことではないか？！

『飾区・震災復興グランドデザイン』

○ このような現状の取り組みを受け、

○ 「都市計画マスタープランで目指すのが、２０年後のまち」であるとすれば、

○ 「３０年以内に７０％の確立の直下地震に備える」ためには「被害想定」に基づいて、

○ 都市計画マスタープランの中で「震災復興想定」をしておくことが必要ではないか？！

○ という中林先生からのメッセージがありました。

『飾区・震災復興グランドデザイン』
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堀切地区・震災復興まちづくり訓練
～震災後の時間の経過に即して訓練する～

第２回
地域に留
まって、復
興に取り組
む時限的市
街地を考え
る

第３回
街の復興計
画を考える。

第４回
堀切地区の
復興まちづ
くりの進め
方を考える

第１回
堀切の街の
地震被害を
イメージし、
課題を話し
合う
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○ このことを、平成２０年度に実施した堀切地区の「震災復興まちづくり訓練」を事例に
考えてみたいと思います。

○ 訓練では、第１回として、地震の被害のイメージを共有し、

○ 第２回では、地域にとどまって復興を進めるにはどうすれば良いかを仮設住宅の模
型などを用い話し合い

○ 第３回４回では、復興まちづくりの目標や、復興計画の検討を進めた。
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建物被害推計

全焼：19.6%

全壊： 7.7%
半壊： 5.7%
一部：12.9%
損壊

被害：54.2%
無し

3つの延焼被害
避難拠点周辺

○ これがそのときに想定した被害状況ですが、４つのエリアで全焼地域が広がってい
る。
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        生活幹線道路 
        水と緑のネットワーク 
        中高層区域 
        中低層区域 
        低層区域 
        地域の拠点施設 
        地域生活拠点 
        水と緑の拠点 

堀切地区復興まちづくり計画基本方針図
復興模擬訓練用
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堀切地区復興まちづくり計画原案（整備事業案）

堀切小

堀切菖蒲園 

綾南小

堀切中 

旧小谷野小

堀切菖蒲水門 

沿道建物不燃化事業 

土地区画整理事業 

土地区画整理事業 

市街地再開発事業 

交通広場整備 

復興模擬訓練用

綾

瀬

川

東堀切小学校 

○ 基本方針図では、骨格となる道路や、面的整備の必要性を示し

○ 計画案では、区画整理や市街地再開発等、具体的な適用事業にまで踏み込んだ
計画を策定した。
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○ 現在見直しを進めている堀切地区の整備方針図においては、あくまでも震災など
が起きなかった場合のまちづくりの方向性を示しており、細街路や行き止まり道路の解
消など、修復型のまちづくりを進めることを検討しており、

○ これらの街づくりを進めた中で、大規模な震災が発生し、それでも大規模に被災し
た場合には、既存のまちをそのまま復興するのではなく、訓練での復興計画のように、
区画整理などの面整備や骨格道路の整備の検討が必要となり、

○ 震災が起きた場合の基本的事項などについては、中林先生が提起されたように、
都市計画マスタープランに示すことが必要ではないかと区としては考えています。
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○ これは阪神淡路大震災においての野田北部地域での事例ですが

○ 当該地域は、発災する前の平成５年から地域の方と行政が連携し、地区計画の検
討などが進められていました。

○ こういった取り組みがあったことから、このエリアの復興については、迅速・円滑に進
んだと聞いていますが、

○ 全壊・全焼被害が９０％以上となった地区については、面的整備である区画整理事
業が実施されており、

○ 震災が起きたことで、まちづくりの方向性が変更されている。
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○ また、現在の都市計画マスタープランにおける道路整備方針図ですが、

○ 既に都市計画決定している道路と、構想路線が１枚の中に表現されており、優先度
や重要度などが図面からは読み取れない状況にあるなど、課題があります。
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○ また、現都市マスの立石・四つ木地域の整備方針図には、補助２７４号線の延伸が
示されており、

○ この方針に基づき、274号線の延伸について、地域の方々を含めた検討を進めまし
たが、

○ 現在は、防災街区整備地区計画を活用し、地区内の防災生活道路として事業が進
められている。

○ 今回の見直しの中でも、このことが議論されており、中期的にはこの防災生活道路
の整備として早期に事業を進めることが必要です。しかし、このような整備が進んだ中で、
不幸にも震災などにおいて、甚大な被害を受けることがあった場合などには、幹線道路
の整備を含めた復興まちづくりの検討が必要となります。そのような場合、何もない状態
からでは、早期の復興が望めないことから、事前に復興時に計画すべき路線として位置
づけしておくことが必要ではないかとの意見がこの勉強会において出ています。
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○ 幹線道路以外においても、平常時のまちづくりにおいては、中々進展しないスー
パー堤防の整備など、

○ いざと言う時に検討すべき事業があり、この様な事業をあらかじめ都市計画マス
タープランの全体構想として位置づけることや
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・ 木造密集地域では、土地区画整理事業等を導入し、持続的に更新可能な街並みの形成を目指す。 

・ 土地利用のポテンシャルの高い地区は、土地区画整理や再開発などを軸としたまちづくりを目指す。 

 
・ 小規模な敷地が密集しているが、道路が格子状に形成されている地区では、既存の道路網を基礎に壁面線の 

指定や拡幅事業で地区道路を確保する。また、敷地の共同化や協調建替え、地区内の敷地整序を行う。 

・ 未整備の都市計画道路や構想路線がある場合は、沿道型の土地区画整理事業を適用する。 

・ 大きい敷地や不接道敷地が少ない地区では、部分的な道路や公園整備、戸建ての再建で復興を行なう。 

 
・ 良好な街並み形成のため、地区計画を導入し、そのルールのもとで復興を行なう。 

 

   ・ 良好な街並みを形成しているが、更なる商業・業務系用途の機能強化が必要な地域については、可能な箇所 

について共同化などによる復興を行なう。 

 

土地区画整理事業等の面的な市街地整備により復興を検討すべき地区

密集市街地の改善系の事業で道路と街並みの総合的な復興を検討すべき地区 

誘導型の街並み形成で復興を検討すべき地区

個別不燃化再建を主体に、可能な箇所で共同化・ミニ再開発による復興を検討すべき地区 

○ 東京都の地域危険度調査や、まちづくりの現状などを踏まえ、

○ 地域ごとの復興の方向性を、例えば、「土地区画整理事業等の面的な市街地整備
により復興を検討すべき地区」や、「密集市街地の改善系の事業で道路と街並みの総
合的な復興を検討すべき地区」などに分類し、位置づけるなど
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『復興まちづくり
の方針』

として全体構想
に位置づける。

中林先生から提示のあった飾区版復興グランでデザインについて、策定委員会の中
で、更に検討を進め、 「復興まちづくりの方針」として全体構想に位置づけるなどを考え
ている。


